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市役所からのお知らせ
毎年確認しましょう
屋外広告物のルールを守りましょう

店名・事業所名の看板や道案内の誘導板などの屋外広告物には、表示・設置
するときのルールがあります。街並みや景観を守り、老朽化による倒壊、落
下などにより人々に危害を与えることがないよう、確認をお願いします。

問い合わせ   都市計画課都市計画係（☎35-0932）
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菊川市総合経済対策給付金
新たな低所得者世帯へ給付金を支給します

令和６年度新たに低所得となった世帯に対し、１世帯当たり10万円の給付金を支給します。
給付には確認書や申請書の提出が必要となりますので、必ず確認をお願いします。

問い合わせ   菊川市総合経済対策給付金窓口（プラザけやき内☎29-5400）

Info
２

■ あなたの表示・管理する屋外広告物は 
大丈夫ですか？

　屋外広告物を表示・設置するためには、一部を除い
て設置場所や大きさ、高さなどの基準が定められてお
り、許可が必要です。基準に適合していない屋外広告
物を設置または管理する人に対し、除却や改修などの
措置を命じることもあります。

■９月１日〜10日は
　屋外広告物適正化旬

じゅんかん

間です
　この期間を中心に、全国で屋外広告物法および同法
に基づく条例の普及啓発活動を行います。
　市では期間中、違反広告物のパトロールなどを実施
します。

■支給対象世帯
①�既に給付している令和５年度物価高騰対応重点支

援給付金（７万円/世帯）・総合経済対策給付金（10万
円/世帯）などの受給対象となっていない世帯
②�令和６年６月３日時点で菊川市に住民登録がある

世帯
③�令和６年度新たに住民税が非課税となった世帯、 

または令和６年度新たに世帯全員の令和６年度の
住民税均等割（定額減税前）のみ課税となった世帯

※�住民税が課税されている他の親族等に、世帯全員が扶養を
受けている場合は支給対象外となります。

■給付額　１世帯につき10万円
※�18歳以下の子どもがいる場合は、子ども１人につき５万円
を加算します。（平成18年４月２日以降に生まれた子ども
が対象）

■点検には資格が必要な場合があります
　堅ろうな広告物（建築基準法による工作物の確認申
請が必要な４ｍ超の広告物）の点検者の資格要件は、
下記の表のとおりです。堅ろうな広告物以外の広告物
は、上記の資格を有しない人でも点検が可能です。

点検者（点検することができる人） 基準
屋外広告士 ○
広告美術仕上げ技能士等 ○
屋外広告業者 ×※1

屋外広告物点検技能講習修了者 ○
屋外広告物講習会  修了者 ×※2

うち、一・二級建築士 ○
※１��安全点検を行う場合は、屋外広告物点検技能講習�

を受講するなどの対応をお願いします。
※２�有資格者に安全点検を依頼してください。

■支給方法
　確認書が届いた人（世帯主）は、記載された内容を確
認の上、10月31日（木）までに市へ返送してください（必
着）。受付完了後、指定口座へ振り込みます。
　※確認書は、７月中旬から対象者へ順次郵送しています。
　※�支給対象世帯に該当しますが確認書が届かない場合は、
下記の問い合わせ先まで連絡してください。（確認書は
８月中に発送を完了する予定ですので、９月以降に問い
合わせください）

　※�申請期限（10月31日（木））を過ぎてしまうと給付金を受
給できませんので、ご注意ください。

▲�強風で傾いたのぼり旗と看板�
普段から点検を行い、倒壊など�
による被害を防止しましょう。

令和６年度菊川市総合経済対策給付
金の詳細は、市ホームページ（右記）
をご覧ください。


